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Ⅰ
「
事
業
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の
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ス
ク
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に
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す
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扱
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ガ
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ラ
イ
ン

Ⅰ
「
事
業
等
の
リ

ス
ク
」
に
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す
る
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扱
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ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

１
開
示
府

令
第
二
号
様
式
記

載
上
の
注
意
(
33
)
ａ
、
第
四
号
の

三
様
式
記
載
上
の

注
意
(９

－
１

開
示

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
(
3
3
)
ａ

に
規

定
す

る
「

事
業

等
の

リ
ス

ク
」

の
記

２
)
ａ
及
び
第
五
号

様
式
記
載
上
の
注

意
(1
1－

２
)ａ

に
規
定
す
る
「
事

業
等
の
リ
ス
ク
」

の
載

例
と

し
て

は
、

お
お

む
ね

以
下

に
掲

げ
る

も
の

が
あ

る
。

な
お

、
記

載
例

と
は

別
種

の
事

記
載

例
と

し
て

は
、

お
お

む
ね

以
下

に
掲

げ
る

も
の

が
あ

る
。

な
お
、

記
載

例
と

は
別

種
の

項
に

つ
い

て
も

、
投

資
家

に
誤

解
を

生
ぜ

し
め

な
い

範
囲

で
会

社
の

判
断
に

よ
り

記
載

す
る

事
項

に
つ

い
て

も
、

投
資

家
に

誤
解

を
生

ぜ
し

め
な

い
範

囲
で

会
社
の

判
断

に
よ

り
記

載
す

こ
と
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
。

る
こ
と
を

妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
。
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２
開
示
府

令
第
二
号
様
式
記

載
上
の
注
意
(
33
)
ｂ
、
第
四
号
の

三
様
式
記
載
上
の

注
意
(９

－
２

開
示

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
(
3
3
)
ｂ

に
規

定
す

る
「

提
出

会
社

が
将

来
に

わ
た

２
)
ｂ
及
び
第
五
号

様
式
記
載
上
の
注

意
(1
1－

２
)ｂ

に
規
定
す
る
「
提

出
会
社
が
将
来
に

わ
っ

て
事

業
活

動
を

継
続

す
る

と
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

象
又

は
状

た
っ

て
事

業
活

動
を

継
続

す
る

と
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

況
そ

の
他

提
出

会
社

の
経

営
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
事

象
」

に
つ

い
て
は

、
そ

の
経

営
へ

状
況

そ
の

他
提

出
会

社
の

経
営

に
重

要
な

影
響

を
及

ぼ
す

事
象

」
に

つ
い

て
は

、
そ

の
経

営
の

影
響
も
含
め
て

具
体
的
な
内
容
を

記
載
す
る
こ
と
。

へ
の
影
響

も
含
め
て
具
体
的

な
内
容
を
記
載
す

る
こ
と
。

こ
の
う
ち

「
提
出
会
社

が
将
来
に
わ
た
っ

て
事
業
活
動
を
継

続
す
る
と
の
前

提
に
重
要
な

、
こ
の
う

ち
「
提

出
会
社
が
将
来
に

わ
た
っ
て
事
業
活

動
を
継
続
す
る

と
の
前
提
に
重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
業

又
は

状
況

」
は

、
お

お
む

ね
以

下
に

掲
げ

る
事

象
又

は
状

、
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
業

又
は

状
況

」
は

、
お

お
む

ね
以

下
に

掲
げ

る
事

象
又

は
状

況
（
こ
れ
ら
に
限

る
も
の
で
は
な
い

こ
と
に
留
意
す
る

）
が
単

独
で
又
は
複
合

的
に
生
ず
る

。
況
（
こ
れ

ら
に
限
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
留

意
す
る

）
が
単
独
で
又

は
複
合
的
に
生
ず

る
こ

と
に
よ
り
該
当

し
得
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
留
意
す

る
。

。
こ
と
に
よ

り
該
当
し
得
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に

留
意
す
る
。
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Ⅱ
「

財
政

状
態

、
経

営
成

績
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

の
状

況
の

分
析

」
に

関
す

る
取

扱
Ⅱ

「
財

政
状

態
、

経
営

成
績

及
び

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

状
況

の
分

析
」

に
関

す
る

取
扱

い
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

開
示

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
(
3
6
)
ｂ

、
第

四
号

の
三

様
式

記
載

上
の

注
意

(
1
1
)

開
示

府
令

第
二

号
様

式
記

載
上

の
注

意
(
3
6
)
ｂ

に
規

定
す

る
「

当
該

重
要

事
象

等
を

解
消

ｂ
及

び
第

五
号

様
式

記
載

上
の

注
意

(
1
3
－

２
)
ｂ

に
規

定
す

る
「

当
該

重
要

事
象

等
を

解
消

し
、

又
は

改
善

す
る

た
め

の
対

応
策

」
に

つ
い

て
は

、
当

該
提

出
会
社

に
係

る
財

務
の

健
全

、
、

し
、

又
は

改
善

す
る

た
め

の
対

応
策

」
に

つ
い

て
は

、
当

該
提

出
会

社
に

係
る

財
務

の
健

全
性

に
悪
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る

又
は
及
ぼ
し
得

る
要
因
に
関
し
て

経
営
者
が
講
じ
て

い
る

性
に
悪
影

響
を
及
ぼ
し
て
い

る
又
は
及

ぼ
し
得
る
要
因
に

関
し
て
経
営
者
が

講
じ
て
い
る

又
は

講
じ

る
予

定
の

対
応

策
の

具
体

的
な

内
容

（
実

施
時

期
、

実
現

可
能

性
の

程
度

、
金

額
、

、
又

は
講

じ
る

予
定

の
対

応
策

の
具

体
的

な
内

容
（

実
施

時
期

、
実

現
可

能
性

の
程

度
、

金
額

等
を
含
む

）
を
記
載
す
る

こ
と
。
な
お
、
対

応
策
の
例
と
し
て

は
、
お
お
む
ね

以
下
に
掲
げ

。
等
を
含
む

）
を
記

載
す
る
こ
と
。
な

お
、
対
応
策
の
例

と
し
て
は
、
お

お
む
ね
以
下
に
掲

げ
る

も
の
が
あ
る
（

た
だ
し
、
こ
れ
に

限
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
に
留
意
す
る

。
。

。
）

る
も
の
が

あ
る
（
た
だ
し
、

こ
れ
に
限
る
も
の

で
は
な
い
こ
と

に
留
意
す
る

。
。）
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